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【Ⅱ－７－７ 患者の早期機能回復のための質の高いリハビリテーション等の評価 －

⑨】 

⑨ リンパ浮腫指導管理料及び 

リンパ浮腫複合的治療料の見直し 
  

第１ 基本的な考え方 

 

リンパ浮腫に対する早期かつ適切な介入を推進する観点から、リンパ

浮腫指導管理料及びリンパ浮腫複合的治療料について対象患者等の要件

を見直す。 

 

第２ 具体的な内容 

 

リンパ浮腫指導管理料及びリンパ浮腫複合的治療料の算定対象となる

患者について、鼠径部、骨盤部若しくは腋窩部のリンパ節郭清を伴う悪

性腫瘍に対する手術を行った患者又は原発性リンパ浮腫と確定診断され

た患者に変更する。また、リンパ浮腫複合的治療料「１」の「重症の場

合」の対象患者について病期分類Ⅱ期以降の患者に変更する。 

 
現 行 改定案 

【リンパ浮腫指導管理料】 

リンパ浮腫指導管理料    100点 

 

［算定要件］ 

注１ 保険医療機関に入院中の患者

であって、子宮悪性腫瘍、子宮

附属器悪性腫瘍、前立腺悪性腫

瘍又は腋窩部郭清を伴う乳腺悪

性腫瘍に対する手術を行ったも

のに対して、当該手術を行った

日の属する月又はその前月若し

くは翌月のいずれかに、医師又

は医師の指示に基づき看護師、

理学療法士若しくは作業療法士

が、リンパ浮腫の重症化等を抑

制するための指導を実施した場

合に、入院中１回に限り算定す

る。 

 

 

【リンパ浮腫指導管理料】 

リンパ浮腫指導管理料    100点 

 

［算定要件］ 

注１ 保険医療機関に入院中の患者

であって、鼠径部、骨盤部若し

くは腋窩部のリンパ節郭清を伴

う悪性腫瘍に対する手術を行っ

たもの又は原発性リンパ浮腫と

診断されたものに対して、当該

手術を行った日の属する月又は

その前月若しくは翌月のいずれ

か（診断されたものにあって

は、当該診断がされた日の属す

る月又はその翌月のいずれかを

いう。）に、医師又は医師の指

示に基づき看護師、理学療法士

若しくは作業療法士が、リンパ

浮腫の重症化等を抑制するため

の指導を実施した場合に、入院
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(1) リンパ浮腫指導管理料は、手術

前又は手術後において、以下に示

す事項について、個別に説明及び

指導管理を行った場合に算定でき

る。 

 

 

【リンパ浮腫複合的治療料】 

１ 重症の場合       200点 

２ １以外の場合      100点 

 

［算定要件］ 

(1) リンパ浮腫複合的治療料は、

B001-7リンパ浮腫指導管理料の対

象となる腫瘍に対する手術等の後

にリンパ浮腫に罹患した患者であ

って、国際リンパ学会による病期

分類Ⅰ期以降のものに対し、複合

的治療を実施した場合に算定す

る。なお、この場合において、病

期分類Ⅱ後期以降の患者が「１」

の「重症の場合」の対象患者とな

る。 

中１回に限り算定する。 

 

(1) リンパ浮腫指導管理料は、手術

前若しくは手術後又は診断時若し

くは診断後において、以下に示す

事項について、個別に説明及び指

導管理を行った場合に算定でき

る。 

 

【リンパ浮腫複合的治療料】 

１ 重症の場合       200点 

２ １以外の場合      100点 

 

［算定要件］ 

(1) リンパ浮腫複合的治療料は、鼠

径部、骨盤部若しくは腋窩部のリ

ンパ節郭清を伴う悪性腫瘍に対す

る手術を行った患者又は原発性リ

ンパ浮腫と診断された患者であっ

て、国際リンパ学会による病期分

類Ⅰ期以降のものに対し、複合的

治療を実施した場合に算定する。

なお、この場合において、病期分

類Ⅱ期以降の患者が「１」の「重

症の場合」の対象患者となる。 

 




